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平
成
25
年
度
の
町
税
・
使
用
料
な
ど
の
納
付
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

平
成
24
年
度
分
の
町
・
道
民
税
、
固
定

資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険

税
な
ど
の
納
入
は
お
済
み
で
す
か
。

　

納
税
通
知
書
を
お
確
か
め
の
上
、未
納

の
場
合
は
５
月
末
ま
で
に
必
ず
納
め
て

く
だ
さ
い
。

　　

平
成
25
年
３
月
末
現
在
の
納
入
状
況

は
、
町
税
、
国
民
健
康
保
険
税
と
も
大
変

厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

税
金
や
使
用
料
な
ど
の
完
納
に
つ
い

て
、皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　　

滞
納
の
あ
る
場
合
は
、１
日
も
早
く
解

消
す
る
た
め
、納
税
相
談
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　　
「
納
税
」は
、国
民
そ
し
て
住
民
と
し
て

の
大
切
な
義
務
で
す
。

　

税
金
を
完
納
し
て
、確
か
な
町
づ
く
り

を
す
す
め
ま
し
ょ
う
。

納
入
は
お
済
み
で
す
か

納
税
相
談
の
ご
利
用
を

今
回
も
厳
し
い
納
入
率

確
か
な
町
づ
く
り
の
た
め

　
町
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
使
用
料
な
ど

が
、あ
な
た
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的

に
納
入
さ
れ
る
方
法
で
す
。

　
口
座
振
替
に
は
次
の
よ
う
な
利
点
が

あ
り
ま
す
。

▼�

納
入
の
た
め
に
、わ
ざ
わ
ざ
お
出
か
け

に
な
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

▼�

う
っ
か
り
納
入
期
限
を
忘
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
な
く
な
り
ま
す
。

▼�

い
つ
の
間
に
か
滞
納
と
な
り
、納
入
に

苦
心
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま
す
。

　
町
・
道
民
税（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産

税
、軽
自
動
車
税
、国
民
健
康
保
険
税
、住

宅
使
用
料（
公
住
）、
保
育
料
、
介
護
保
険

料
、
水
道
使
用
料
、
下
水
道
使
用
料
な
ど

で
す
。

　
釧
路
信
用
金
庫
本
・
支
店
、北
洋
銀
行

本
・
支
店
、摩
周
湖
農
業
協
同
組
合
、ゆ
う

ち
ょ
銀
行
で
す
。

　
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
役
場
税
務
課
、

川
湯
支
所
で
、預
金
通
帳
使
用
の
印
鑑
を

持
参
し
、手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
つ
い
て
は
、各
郵
便

局
窓
口
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

問い合わせ先／役場税務課納税係

☎４８２‐２９１４（課直通）　または☎４８２‐２１９１（内線２２４・２２５・２２６）

口
座
振
替
と
は

口
座
振
替
で
き
る
も
の

取
り
扱
う
金
融
機
関

申
し
込
み
手
続
き

　軽自動車税の納期限は４月30日㈫です。
　お忘れの方は、早急に納めていただくよう
お願いします。

忘れていませんか？
軽自動車税

長期にわたる滞納　誠意のない滞納者には
 給料、預貯金、不動産など差し押さえの滞納処分を実施

今月は町税滞納整理強調月間です

もう一度納税通知書をお確かめください

納
税
は

便
利
な

口
座
振
替
で

町税・使用料などの完納を！

問い合わせ先／役場税務課課税係☎４８２‐２９１４（課直通）

平成25年10月から

住民税の年金からの引き落とし
（特別徴収制度）が始まります！

65歳以上の
年金受給者で
住民税を

納めている方に
お知らせです

　現在、年金を受給し、住民税を納税する義務のある方には、年４回、役場や金融機関などで住民税を納めていただい

ていますが、特別徴収制度の導入により、各年金保険者が支給する年金からあらかじめ住民税を引き落とし、町へ直

接納入することになります。

　住民税の年金からの特別徴収は、平成21年10月から全国の市町村で開始されています。本町では、新しい行政シス

テムの導入を控えていたため開始を先送りしてきましたが、同システムの準備が整ったため、特別徴収制度を開始す

ることになりました。

　特別徴収制度は納税方法を簡素化するための変更であり、制度により新たな税負担が生じるものではありません

ので、ご理解をお願いします。

これまで

→ → →
年金保険者（日本年金機構など）

年金の支給

年金受給者

住民税納付

金融機関などの窓口
役所、役場の窓口

市
区
町
村

平成25年
10月から

→

住民税額を引いた年金額

年金受給者

住民税
市
区
町
村

年金の支給

→
市町村へ直接納入

Ｑ　�特別徴収の対象となるのは、ど

ういう人ですか？

Ａ　�４月１日現在で65歳以上の年金

受給者のうち、住民税の納税義

務のある方です。

　　次の方は対象となりません。

　　�介護保険料が年金から引き落

とされていない方

　　�引き落とされる住民税額が老齢

基礎年金などの額を超える方

　　�年金給付の年額が18万円未満

の方

　　�公的年金などにかかる所得に

対する税額が生じない方

Ｑ　�住民税引き落としの対象となる年金は？

Ａ　�老齢基礎年金または昭和60年以前の制度

による老齢年金、退職年金などです。障害

年金や遺族年金など、非課税の年金から

は住民税の引き落としは行われません。

Ｑ　�年金から引き落としをされる住民税額

は？

Ａ　�引き落としをされるのは、年金所得の金

額から計算した住民税のみです。給与所

得や事業所得などの金額から計算した住

民税は、これまでどおり給与からの引き

落とし、または納付書で納めていただき

ます。

Ｑ　�年金からの引き落と

しが中止となる場合

は？

Ａ　�年金からの住民税引

き落とし開始後、市区

町村外への転出、税額

の変更、年金の支給停

止などが発生した場

合は、引き落としが中

止となり、普通徴収（納

付書により役場や金融

機関などで納める方法）

により納めていただ

くことになります。

具体的にどのように引き落とされるかは、広報てしかが６月号で詳しく説明します。

年金保険者（日本年金機構など）


